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森林土木工事監査

１ 令和６年度 森林土木工事監査の概要

森林土木工事監査は，県，市町村及び次世代ふるさとの森再生事業の事業主体が

実施する森林土木工事の適正かつ円滑な執行に資するため，「鹿児島県環境林務部

工事監査要領」に基づき，工事事務や現地の施工状況について行うものであり，契

約業務，労働安全，施工体制，環境配慮，監督業務，設計積算，施工管理（工程，

品質，出来形，写真）等を監査項目としている。

なお，労働災害の防止や適正な施工体制の確保，的確な監督業務等による森林土

木業務の適正な履行を図る観点から，次の４項目を重点項目としている。

【重 点 項 目】

① 安全管理

② 適正な施工体制の確保

③ 木材利用や環境に配慮した設計・施工

④ 適正な設計と的確な監督業務

２ 監査対象工事及び監査実施箇所

・ 監査対象は，令和６年度治山・林道事業（令和４，５年度繰越工事を含む）及

び，次世代ふるさとの森再生事業で実施する林業専用道（規格相当）の計245箇

所

・ 令和６年度は，事業進捗状況等を考慮し，治山事業68箇所，林道事業及び次世

代ふるさとの森再生事業（林業専用道（規格相当））32箇所，計100箇所（監査

率40.8％）の監査を実施した。

＜工事監査実施状況＞ （単位：件，千円）

治 山 林 道 合 計
区 分

箇所 工 事 費 箇所 工 事 費 箇所 工 事 費

対象箇所数 138 5,434,281 54 2,700,785 192 8,135,066
県

監査箇所数 68 2,913,607 29 1,280,050 97 4,193,657

市町 対象箇所数 2 15,281 51 1,288,446 53 1,303,727

村等 監査箇所数 3 203,304 3 203,304

対象箇所数(A) 140 5,449,562 105 3,989,231 245 9,438,793
合計

監査箇所数(B) 68 2,913,607 32 1,483,354 100 4,396,961

監査率(B/A) 48.6% 53.5% 30.5% 37.2% 40.8% 46.6%

※ 市町村等の林道には，次世代ふるさとの森再生事業（林業専用道）を含む。
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３ 監査結果
監査で注意・指導を行った事項・内容は，次のとおりである。

【重 点 項 目】

（1）安全管理
① 労働安全衛生規則に基づき，労働安全防止協議会を設置するとともに，月

１回以上の活動を行い，その記録を整備すること。

② チェンソー特別教育の受講記録を整備すること。

③ 車両系建設機械については，始業点検，定期自主点検，月例，特定自主検査，

年次の実施が労働安全衛生規則により定められていることから，確実に実施す

るとともに，その記録を整備すること。

④ 労働安全衛生規則に基づき，地山点検を実施し，その記録を整備すること。

⑤ ダンプトラックの過積載防止に取り組んではいるものの，取組の記録を確

認できなかったので整備すること。

⑥ 安全日誌は毎日記録し，会社責任者による点検・指示を行うこと。

（2）適正な施工体制の確保
① 労働安全衛生規則に基づく，労働基準監督署への建設工事計画届は，工事開

始の14日前までに提出すること。

② 工事カルテ（工事情報データ）の登録は，契約締結後定められた期間内（10

日以内）に行うこと。

③ 工期延期と工事内容に変更があるにも関わらず，変更施工計画書が作成され

ていないことから，作成し提出すること。

④ ＩＣＴ活用協議については，契約後，施工計画書の提出までに計画書を提出

し，協議すること。

（3）木材利用や環境に配慮した設計・施工
・ 指摘事項なし
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【一 般 項 目】

（1）契約業務
・ 指摘事項なし

（2）施工内容
① 特記仕様書では，一般型枠に原則として，スギ，ヒノキの複合合板を使用す

ることとなっているが，仕様書どおりに履行されていない状況であることから，

今後履行できない場合は，理由を明確にし甲乙協議の上，適切に対応すること。

（3）施工管理
ア 工程管理

① 計画工程に対し，実施工程が１０％以上の遅れが生じていることから，今後

の工程を考慮し，フォローアップを行うこと。

イ 品質管理

・ 指摘事項なし

ウ 出来形管理

・ 指摘事項なし

エ 写真管理

・ 指摘事項なし

（4）その他
① 県職員との連絡調整に関して，一部に打合簿の提出がない書類が見受けられ

るため，今後は適正に工事打合簿により処理すること。

４ 今後の対応
以上の監査結果を踏まえ，令和７年度の工事監査を実施する。
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